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審
議
会
な
ど
の
委
員
選
出
に

公
募
制
を
導
入
し
ま
す
！

審議会ってなに？

市
で
は
、
こ
の
た
び
「
下
野
市
審
議
会
等
委
員
選
任
指
針
」
及

び
「
下
野
市
審
議
会
等
委
員
公
募
要
綱
」
を
制
定
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
幅
広
く
多
く
の
ご
意
見
を
い
た

だ
く
た
め
の
も
の
で
「
一
般
公
募
制
」
の
導
入
と
、
女
性
の
登
用

を
よ
り
積
極
的
に
進
め
て
い
く
た
め
の
も
の
で
す
。
平
成
18
年
４

月
以
降
に
選
出
さ
れ
る
審
議
会
・
委
員
会
の
委
員
選
任
か
ら
適
用

し
ま
す
。

本
格
的
な
地
方
分
権
の
時
代
を
迎
え
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
参
加

し
、
開
か
れ
た
行
政
を
一
層
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
て
い

ま
す
。
市
行
政
の
意
思
決
定
の
段
階
か
ら
住
民
の
意
思
を
反
映
さ

せ
る
機
会
を
多
く
作
る
こ
と
が
重
要
で
す
の
で
、
積
極
的
な
参
加

を
お
願
い
し
ま
す
。

今
後
は
、
公
募
を
行
う
審
議
会
等
の
設
置
状
況
・
改
選
時
期
・

委
員
の
募
集
な
ど
に
つ
い
て
、
随
時
広
報
紙
及
び
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
載
し
て
ま
い
り
ま
す
。

◆
審
議
会
等
委
員
選
任
指
針

委
員
会
・
審
議
会
の
委
員
選
任
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
こ
と
に

配
慮
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

①
定
数
は
24
人
以
内
を
目
途
と
す
る
。

②
任
期
は
原
則
２
期
ま
で
と
す
る
。

（
た
だ
し
、
１
期
が
４
年
を
超
え
る
場
合
は
１
期
）

③
若
年
層
等
も
含
め
、
幅
広
い
年
齢
層
か
ら
選
任
す
る
。

④
他
の
審
議
会
等
と
の
兼
任
は
や
む
を
得
な
い
場
合
に
限
る
。

⑤
公
募
に
よ
る
委
員
は
、
総
委
員
数
の
20
％
以
上
を
目
標
と
す
る
。

⑥
女
性
委
員
は
、
総
委
員
数
の
30
％
以
上
を
目
標
と
す
る
。

⑦
法
令
等
に
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
き
、
市
議
会
議
員
は
選
任
し

な
い
。

⑧
積
極
的
に
公
募
を
行
う
。

◆
審
議
会
等
委
員
公
募
要
綱

審
議
会
等
委
員
選
任
指
針
の
趣
旨
に
基
づ
い
て
、
市
民
の
皆
さ

ん
か
ら
広
く
公
募
す
る
こ
と
に
関
し
て
必
要
な
事
項
を
定
め
て
い

ま
す
。

審議会とは、市長の諮問（※）を受けて審議し、または意見を述べるために設置される組織です。
※「諮問」とは、「学識経験者など」に相談して、意見を求めることをいいます。

◆審議会の内容
下野市の人権推進に関する基本的方策を審議します。

◆委員の任期 2年（ただし、平成20年3月31日まで）
◆会議開催回数 年3～4回程度
◆報　酬 日額8,000円（ただし、会長は9,000円）
◆応募資格
①下野市に住所を有し、平成18年4月1日現在で20歳
以上の方（学生を除く）
②下野市で設置する他の審議会等の委員でないこと
③平日の会議に出席できる方
④下野市議会議員及び下野市職員でないこと

◆募集人数 3名
◆応募方法
生活課で配付している応募用紙、もしくは市ホーム

ページから応募用紙を取得していただき、必要事項を
記入のうえ生活課市民生活係まで郵送、FAX、電子メ
ール又は直接お持ちください。なお、応募用紙は返却
いたしません。
◆応募期限 4月25日（火）午後5時まで（必着）
◆選考結果等
地域性を考慮し、市内全域から選考します。選考結

果は、5月中旬に応募者本人に通知します。
◆その他
本審議会には公募委員の他、行政、教育委員会、校

長会、民生委員児童委員、人権擁護委員の代表者なら
びに学識経験者を予定しています。
◆応募・問い合わせ先
〒329-0492 下野市小金井1127 下野市役所
生活課　市民生活係　140-5555 FAX 40-5572
Mail:seikatsu@city.shimotsuke.lg.jp

人権推進審議会の委員を公募します人権推進審議会の委員を公募します

◆協議会の内容
国民健康保険の運営に関する重要事項を審議します。
◆委員の任期 2年（ただし、平成20年3月31日まで）
◆会議開催回数 年4～5回程度
◆報　酬 日額8,000円
◆応募資格
①市内に居住する20歳以上の方
②下野市で設置する他の審議会等の委員でないこと
③平日の会議に出席できる方
④下野市議会議員及び下野市職員でないこと

◆募集人数 6名　　
・被保険者代表　5名　（国民健康保険加入者）
・薬剤師　　　　1名　（有資格者・履歴書要）

◆応募方法
保険年金課窓口にある応募用紙、もしくは市ホーム

ページから応募用紙を取得していただき、必要事項を
記入のうえ保険年金課国保係まで郵送、電子メール又
は直接お持ちください。なお、応募用紙は返却いたし
ません。
◆応募期限 4月25日（火）午後5時まで（必着）
◆選考結果等
地域性を考慮し、市内全域から選考します。選考結

果は、5月中旬に応募者本人に通知します。
◆その他
委員構成は全部で18名です。

◆応募・問い合わせ先
〒329-0492 下野市小金井1127 下野市役所
保険年金課　国保係　140-5558
Mail:hokennenkin@city.shimotsuke.lg.jp

国民健康保険運営協議会委員
を公募します

国民健康保険運営協議会委員
を公募します




